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ICT教育の課題と展望
―東洋大学現代社会総合研究所・ICT教育研究プロジェクト第一次報告―

松　原　　　聡
渋　澤　健太郎
小　河　智佳子
岩　出　和　也

　教育のICT化は日本政府の方針であり、2010年代のタブレットPCの児童生徒への配布が目標と
して掲げられている。一方、いくつかの自治体は先行的にタブレットPCを導入して、教育ICT化
に取り組んでいる。
　東洋大学現代社会総合研究所・ICT教育研究プロジェクトでは、2014年度から佐賀県武雄市での
ICT教育の実施の支援・検証などをはじめとして、教育ICT化の総合的な研究を始めている。
　本論文では、その研究に即して、武雄市での現状報告と評価、さらにICT教育の日本と世界の現
状や研究状況を報告する。
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諮問。同協議会は全小中学生に配布が望ましいと
答申し、それを受けて、市は2014年度に全小学生、
2015年度に全中学生への配備を決定した。
　2014年４月、武雄市全小学生3153人にデバイス
を配備（貸与）、2015年４月には武雄市全中学生
約1500人に配備することになる。2010年12月に日
本全国の公立小学校で初めて、40台のiPadを配備
してから、2015年４月には、市内全小中学校全
4500人の児童生徒に配備されることになる。
　一方、そのデジタル教科書デバイスを用いた授
業として、武雄市は「反転授業」を取り込むこと
とした。武雄市では2013年秋からこの反転授業の
取り組みを、すでにiPadを導入していた武内小学
校、山内東小学校で始めた。武内小学校では2013
年11月、山内東小学校では2014年１月、この反転
授業の研究授業を行っている。
　全小学校にデバイスが配備された2014年５月、
全小学校の３年生以上の算数、４年生以上の理科
で、この反転授業が行われることとなった。

1.2. 武雄型反転授業
　反転授業は、fl ipped classroomの翻訳であって、
授業を自宅で予習し、教室では復習を行うという
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１．武雄市におけるICT教育

1.1. 導入の経緯
　佐賀県武雄市は、iPadが発売された2010年、い
ち早くiPadの導入を決め、モデル校に同市山内東
小学校（稲田義邦校長、270人）を指定し、2010
年９ 月に40台を導入した。国内公立小学校初の
試みであった。
　また2011年２月には、政府の地域雇用創造ICT
絆プロジェクトから196台が導入され、同校と山
内東小学校の４、５、６年生全員に一人一台が配
備された。
　その後、この実績を踏まえて、他の小中学校へ
のデジタル教科書デバイスの配備について、武雄
市樋渡啓祐市長が、同市ICT教育推進協議会（座
長、松原聡東洋大教授）に、2013年、その可否を
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画コンテンツにある。動画作成は、原案を武雄市
の小学校の教員が作り、実際の動画作成は、2014 
年度は、算数をワオ・コーポレーション株式会社、
理科を株式会社ニュートンプレスが引き受けてい
る。
　この動画作成にあたって、市の教育委員会が動
画コンテンツ作成を、単元ごとに市内の小学校に
割り振っている。たとえば、小学校４年生理科の

「電池のはたらき」の単元は北方小学校、５年生「生
命のつながり（４）」は若木小学校、というよう
にである。実際の作業は、以下のような６つの工
程で進められる。
① 割り振られた学校（事実上、担任の教員）は、

その動画コンテンツの原案を作成する。
② その原案に応じて、動画作成を担うワオ社（算

数）、ニュートン社（理科）がイメージ図、音
声シナリオを作成する。

③ 原案を作成した教員が、そのイメージ図などを
見て、修正を依頼する。

④ 動画作成会社は、その修正に従って動画を作成
する。

⑤ その動画を教員がチェックし、必要であれば修
正を依頼する。

⑥動画作成会社が最終版の動画を完成させる。
　この作業は、武雄市の共有サーバー上で行われ、
その作業の進行状態が一覧でき、また、それぞれ
の工程をすべての教員が見ることが可能となって
いる。
　このスマイル学習は、2014年５月から始められ
たが、動画作成作業は、2014年１月から３月の時
期に行われた。

意味で、学習の順序が「反転」することからつけ
られたものである。武雄市では、単なる予習と授
業の反転だけでなく、授業全体を変えていくこと
として、武雄型の反転授業として、スマイル学習
（School Movies Innovate the Live Education 
Classroom）と呼ぶことにした。
　このスマイル学習は、導入年度である2014年度
は、３年生以上の算数、４年生以上の理科で行う
こととした。この二つの科目が選ばれたのは、ア
メリカなどでの反転授業が算数や理科から導入さ
れたことによる。
　また、算数、理科の授業すべてでスマイル学習
を行うわけではなく、３回に１回程度をスマイル
学習で、残りを一般の授業形態で行うこととした。
この結果、2014年５月から７月末にかけて、算数
では19単元46コマ、理科では10単元24コマがスマ
イル学習として実施された。ちなみに、担当教員
は70名ほど、総授業時間は約600回に及んだ。

1.3. スマイル学習とは
　さて、反転授業、スマイル学習とは児童が自宅
で、デジタル教科書デバイスを用いて、翌日の授
業の「予習」を行うものである。その児童の作業
は、
① デバイス上で、３～６分程度の翌日の授業の予

習用動画コンテンツを見る。この動画コンテン
ツは、動作を止めたり、くりかえし見ることも
可能なので、要する時間は児童によって異なる。

② デバイス上で、そのコンテンツに即した、２～
５問の小テストを行う。

③デバイス上で、感想などのアンケートに答える。
④ 事前に配布されている紙のワークシートで作業

を行う。
となり、合計で30分以内となる。
　当日の授業は、通常の一斉型の授業とはまった
く異なったものになる。まず、児童がすでに予習
を終えていること、さらに、全児童の理解度が、
小テストの結果として授業開始時に教員が把握で
きること、などからである。多くの授業では、児
童をグループにまとめて授業内容について議論を
させるなどの形で進められている。
　さて、このスマイル学習の中核は、予習用の動
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たとえば、５年生の半分近くが「スマイル学習を
行うと普段より授業が楽しいですか？」の問いに

「あまりかわらない」と答えているのに対して、
６年生は全員が「楽しい」との評価を出している。
この学年ごとに評価にばらつきが見られる点は、
今後検証が必要であろう。

　一方、教員側の評価として、「動画コンテンツ
の使いやすさは？」に対しては、約7割の教員が
肯定的に捉えているのに対して、「小テストの内
容は適切か」の問いには、約５割が不適切と答え
ている。さらにワークシートとの連動についても
３割ほどが連動不足としており、課題が明らかに
されたといえよう。しかし、いずれも修正が可能
な指摘であるので、９月以降改善されることが期
待される。
　また、今後の評価の課題は、スマイル学習の実
際の授業の実施についての評価である。武雄市で

1.4. 武雄型反転授業（スマイル学習）の評価
　東洋大学現代社会総合研究所ICT教育研究プロ
ジェクトでは、武雄市を含めて、産学官連携で、
ICT教育の研究を進めている。その一環として、
武雄市のスマイル学習の実施の支援と評価を行っ
ている。このスマイル学習についての、児童の評
価を紹介したい。
　まず「授業内容はよく分かりましたか？」とい
う設問に対して、94％の児童が「よくわかった」「ど
ちらかと言えばよくわかった」と答えている。ま
た「授業内容は楽しかったですか」については、
89％の児童が「楽しかった」「どちらかと言えば
楽しかった」と答えている。
　これらは、非常に高い評価と言えよう。児童は、
スマイル学習によって、新たに予習をすることに
なるのであるが、そのことを含めて極めて高い評
価であると言えよう。
　また、学年ごとの評価を行った武内小学校では、
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ディー・エヌ・エー（DeNA）、東洋大学が３者
の協定を結び、共同して取り組むこととなってい
る。協定に

「第１条（目的）
　　 本協定は、丙（DeNA）が開発したソフトウェ

アを用いて、丙が、甲（武雄市）及び乙(東
洋大学)の支援の下、甲の市内の特定の小学
校の特定の学年の小学生に対し、プログラミ
ング教育を目的とした授業（以下、「本授業」
という。）を行い、乙においては、東洋大学
現代社会総合研究所が当該授業の成果及び教
育への効果を分析するとともに、甲が初等教
育におけるプログラミング教育の有効性を検
討することを目的（以下、「本目的」という。）
とする。」

とあるように、DeNAが教育用ソフトを開発し、
授業を実施し、その全体の企画、評価を東洋大学
現代社会総合研究所が担う、というものである。
　対象は、武雄市山内西小学校の１年生全40人で、
2014年10月から2015年２月まで、隔週で８回の授
業を行うこととなっている。なお、授業は課外授
業として、主としてソフト開発者が授業を行い、
担任、副担任他が授業を支援する形を取る。
　教育ソフトは、DeNAが、2006年にMITメディ
アラボが開発した、ビジュアルプログラミングソ
フト、Scratchをベースに独自開発したもので、

はスマイル学習の取り組む目的として
① 生徒・児童が、より意欲的に授業に臨める。（知

識の習得は、マイペースで行う。事前知識をも
つことで、主体性を育む）

② 教員が、学習者の実態を正確に把握して、授業
に臨める。（「完全習得学習」を実践する）

③ 授業では「協働的な問題解決能力」を育成する。
（授業では、社会性やコミュニケーション力な
どを育む、「高次能力学習」を実践する）

を掲げている。一斉型の授業から「協働的」な授
業に転換するわけであるが、その方法などについ
ては、未だ試行錯誤の段階にあると思われる。ま
た、学習者の実態を正確に把握できることを「協
働的」授業に活かすとすると、学習者の実態（小
テストの成績など）ごとの「協働的」授業もあり
うるのではないか、とも思われる。
　こういった、児童の予習を前提とした授業の在
り方について、さらなる検証と評価、それを踏ま
えた新たな授業設計が今後の課題と言える。

1.5. プログラミング教育の実施
　さらに、武雄市では、2014年10月から一部の小
学校でプログラミング教育を開始する。これは、
すでに児童に配備（貸与）しているデジタル教科
書デバイスを利用して、プログラミング教育を行
う、というものである。
　この実施にあたっては、武雄市、株式会社



ICT教育の課題と展望―東洋大学現代社会総合研究所・ICT教育研究プロジェクト第一次報告―

― 65 ―

ITを活用した21世紀型スキルの修得として、
2010年代中に一人一台の情報端末による教育、産
学官連携による実践的IT人材を継続的に育成す
るための仕組みの構築、義務教育段階からのプロ
グラミング教育等のIT教育の推進といった記載
がある。
　佐賀県武雄市の導入は、これらの教育改革に先
進的に取り組んでいる自治体の事例である。

2.1.2. タブレット導入状況
　日本では、タブレットが登場する以前から、任
天堂株式会社の「ニンテンドーDS」という携帯
型ゲーム機を用いた教育が行われる等、一部で先
行的にICT技術を用いた教育が検討されてきた。
そして、2010年に米国Apple Inc.のタブレット

「iPad」が発売されたことで、タブレットを用い
た教育が一部で始まったが全面導入には至ってい
ない。先述したように、日本の小中学校は、「ひ
としく」「無償」で受けられる教育であるため、
導入には費用面、制度面において課題が多いのが
現状である。
　しかし、いくつかの自治体においては、先行的
に導入を始めている。2012年に、千葉県袖ケ浦市
の全中学校や、愛知県豊田市の全小中学校におい
て、タブレットの導入を行った事例があるが、こ
れらは学校や教室に数台ずつの導入である。2014
年に、一人一台の導入を行う自治体が登場する。
その筆頭が、佐賀県武雄市である。その他、
東京都荒川区の全小中学生、岡山県備前市の全小
中学生、岡山県新見市の全中学生に、タブレット
の導入が行われた。大阪府大阪市でも、2015年度
に全小中学生への導入を決定している。
　また、2014年９月には、品川区と株式会社学研
ホールディングスが提携し、タブレットを利用し
た「品川区トータル学習システム」を実施するこ
とが決まる等、自治体と企業の連携事業を行う事
例が出てきた。
　このように、日本のICT 教育の現状は、一部
の自治体においてタブレットを導入し始めた段階
であることがわかる。

小学校１年生から、タブレットを指で操作しなが
らゲーム作りなどを通してプログラミングを習得
できるものとなっている。
　これは、児童にプログラミングそのものを理解
させること、プログラミングを通して、独創性な
どを涵養させることなどを目指しているが、これ
からはじまるこの新たな取り組みの評価を通し
て、教育そのものの在り方を検討する契機とした
い。

２．ICT教育の現状

　情報化社会の進展により、各国で教育の情報化
が進められている。背景にある教育制度と政策を
踏まえた上で、日本と世界各国、特に米国とオラ
ンダの事例を取り上げ、ICT教育の現状を述べる。

2.1. 日本の現状
2.1.1. 日本の教育と政策
①教育制度
　日本の学校教育は、主に義務教育（小学校・中
学校）と中高等教育（高等学校・大学）からなっ
ている。日本国憲法第26条に、国民が「ひとしく」

「無償」で受けられる教育が、義務教育であると
記載されている。学校教育法においても、同様の
記載がある。
　義務教育の期間は、７歳から15歳までの９年間
である。前半６年を小学校、後半３年を中学校に
就学する６・３制は、1947年に施行された新制教
育制度により定められ、現在に至っている。現在、
この教育制度を変えるために中等教育である高等
学校を含めた学校段階の在り方の議論がなされて
いる。
　また、2014年５月現在⑴の小学校数は、国公立
20,630校、私立222校、中学校においては、国公
立9,780校、私立777校である。公立学校が、小学
校98.9%、中学校92.6%と非常に大きな割合を占め
ていることが、日本の義務教育の特徴である。
②教育政策
　2013年６月５日、政府は経済政策の施策のひと
つである成長戦略の素案を発表した。教育に関し
ては、「産業競争力の源泉となるハイレベルなIT 
人材の育成・確保」という項目がある。その中に、
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　米国の義務教育は、州単位で実施されている。
各州は教育に関する多くの権限を地方に委ねてお
り、初等及び中等教育の内容は、地方教育行政機
関（学区）が取り決めを行う。地域によって、そ
れぞれ独自の教育制度があり形態も様々である
が、一般的に、義務教育は６歳から９年間と定め
ている州が多い。また、義務教育と、日本では高
等学校にあたる中等学校における合計12年間の教
育費は、無償であることが多いことも特徴の一つ
である。
　教科書は、州や学区が認定した教科書リストの
中から、州の学習カリキュラム基準を満たすもの
を、各学校で選定する。購入するのは学校であり、
児童生徒は無償で教科書を使用することができ
る。そのため、児童生徒に対して教科書を「貸与」
する形式となっている。

②教育政策
　2001年、当時のブッシュ大統領が掲げた政策課
題のひとつに教育改革があった。2002年に、通称

「落ちこぼれ防止法」とされるNCLB（No Child 
Left Behind Act）法を施行し、全米の児童生徒
における学力の底上げを図った。具体的には、す
べての小学校３年生には読み書きを身につけさせ
ることが目的であり、さらに、中国系やラテン系
移民に対する読解力向上策の一つとして、デジタ
ル教材が有効に活用できると考えられていた。
　2012年３月、アメリカ連邦通信委員会（FCC）
と教育省は、初等中等教育を対象に、「デジタル
テキストブック・プレイブック（Digital Text-
book Playbook）」を発行した。これは、2018年
までの５年間で、全米の児童生徒に対してデジタ
ル教科書を利用した授業を行う体制を目指すとい
うものである。ICTを用いた学習を行うことで、
生徒の学ぶ速度は30～80％向上するといった効果
に関する記載⑶がある。さらに、デジタル教科書
対象機器は、スマートフォン、タブレット、ノー
トパソコンといったあらゆるコンピュータ端末を
対象としている。
　さらに、同年12月に行われたコンピュータ科学
教育週間（Computer Science Education Week）
にて、オバマ大統領は、「全米の全児童生徒およ

2.2. 世界の現状
2.2.1. タブレット導入状況
　いくつかの国ではタブレット導入が既に実施さ
れている。本項では、主なタブレット導入国と、
その状況について述べる。
　東アジアにおいては、韓国では、2015年から全
国の小中高等学校でデジタル教科書と紙の教科書
の併用が決定している。ICT教育への着手は、他
国よりも早い2008年から行われ、紙の教科書を
PDF化した形式のデジタル教科書は、既に導入
済みである。現在も、デジタル教科書の効果に関
する研究等が行われている。上海や北京、台湾に
おいては、タブレットを用いた教育の実証実験を
行っており、実験校での導入が進んでいる。
　東南アジアにおいて導入が進んでいるのは、シ
ンガポールとタイである。シンガポールでは、
1997年から教育省のICTマスタープラン⑵を基に
した教育が検討され、政府主導の「フューチャー
スクールプロジェクト」では、８校の実験校にて
デジタル教科書を先行導入し、2012年には全児童
生徒にデジタル教科書を配布した。タイでは、
2012年度に全国の小学校１年生に対してタブレッ
トを配布し、さらに、2013年度には小学校１年生
と中学校１年生に配布している。
　欧州で、ICT教育に先行している国のひとつが、
フィンランドである。2016年から小学校にて、プ
ログラミングが必修科目になることが決定してい
る。プログラマーを育成するのではなく、日常生
活に必要不可欠なコンピュータサイエンスの知識
を、一般的な知識として身に付けることが目的で
ある。政府は、プログラミングだけでなく、教育
全体でICTを活用していく方針である。その他、
フランスやドイツでは、実証実験を実施している
段階である。
　これらのことから、世界的にもタブレットの導
入は進められ、早い国では、全国規模での導入を
決定し、実行していることがわかる。次項では、
米国とオランダにおける、国策とタブレットを用
いた教育について取り上げる。

2.2.2. 米国
①教育制度
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学習履歴データから、個々の学習者に適切な教材
を推薦する仕組みも導入している。これらのビデ
オ教材は、日本語も含め、さまざまな言語へ翻訳
もされている。

2.2.3. オランダ
①教育制度
　オランダの初等教育は、４歳から12歳までの８
年間である。オランダでは教育の自由が重視され
ており、教育の理念及び原理の自由、教育内容・
方法及び教職員人事の自由、学校設立の自由が保
障されている。
　憲法に示されている「財政平等の原則」により、
公立学校とほぼ同様の公費が私立学校にも支出さ
れている。また、人口規模に応じて、入学する児
童生徒数を確保できれば、公費で学校を創設する
ことができるため、比率が高いのは私立学校であ
り、全体の75%を占めている。また、公立学校と
同等の補助があるため、12歳までは授業料と教科
書代が無償、16歳までは授業料が無償である。国
民は、公立・私立を問わず、自由に学校を選択す
ることができる。

②教育政策
　オランダでは、「教育の自由」を憲法第23 条で
保障する等、社会の根幹をなすものとして教育は
極めて重視されており、特に近年は学校の自律性
を高めることが強調されている。そのため、国レ
ベルでの教育分野における総合的な基本計画は制
定していない。

③Steve Jobs School
　革新的な事例として、私立学校の一例を取り上
げる。2013年８月に、私立小学校「Steve Jobs 
School」が開校した。この学校の特徴は、すべて
の授業やスケジュール管理をiPadで実施すること
である。固定した時間割はなく、午前７時半から
午後６時半まで開校し、午前10時から午後３時の
コアタイムを設けている。また、明確な学年を定
めておらず、４～７歳と８～12歳の２グループに
分けている。そのため、児童は自分の学力に合っ
た授業を、科目単位で受講することが可能である。

び学生はプログラミングの学習を全員必須とする
べきである⑷」という内容の声明を発表する等、
米国ではICTを用いた教育、ICTのしくみを学ぶ
教育を進める動きがある。

③反転授業
　反転授業は、米国では2010年頃から普及し始め
た。授業の補助教材としてのオープン教材（Open 
Educational Resources）が、インターネット上
で広く提供されるようになったことが要因として
挙げられる。また、家庭や学校でインターネット
回線が整備され、安価な情報端末が普及したこと
も一因である。教員は、動画を用いながら反転授
業に取り組んでいる。バーグマン（2014）による
と、教員は、「各教科の重要性や、土地柄や、授
業スタイルに応じて、空いた時間を実に多彩な方
法で活用している。⑸」という。例えば、外国語
学習では、文法の説明と授業の導入部を動画で行
うことで、授業では会話や文章を書くといった実
践的な内容に時間をかけることが可能になったと
いう。また、体育のルール説明を動画にすること
で、授業では身体を動かす時間を多くとれるよう
になったという。

④カーン・アカデミー
　授業での動画利用が増えてきたことから、非営
利の教育組織「カーン・アカデミー」が登場した。
初等中等教育の科目を中心に、ビデオ教材および
確認テスト等を、インターネットで無償配信する
サイトを運営しており、これまでに、合計1800本
以上の動画を提供している。動画ビデオは、教科
単元別に10～20分程度にまとめているものが多
い。自主学習に適した質の高いコンテンツとして
評価され、Google Inc.やビル＆メリンダ・ゲイツ
財団の支援を受けている。
元々は、2004年に当時投資アナリストであったサ
ルマン・カーン氏が、親戚の子どもに数学を教え
るために作成した教材ビデオをYouTubeに掲載
したことがきっかけとされている。個人の自学自
習だけでなく、学校での集団学習においても利用
がある。さらに、Webサイトでは、ビデオ教材
の視聴履歴や用意されたクイズの回答結果などの
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り得ないのである。

3.2. ICT活用と距離
　相互対話理論の第一の前提は、距離そのものが
教育学的な現象であるということである。ICTを
利用する教育は学習者にとって隔たりのある空間
や時間の中での全教育活動そのものであるが、実
務家や理論家にとっての関心事や重点は、教える
行為、学習者・教員＝双方向形態、カリキュラム、
プログラムの管理などに距離がどのように影響す
るかということである。相互対話という概念は、
Dewey⑺が提唱した。相互対話距離が小さいと学
生は教員との対話を通じて、各自のニーズ、学習
スタイル、ペースにあわせて教材（コンテンツ）
を利用することで、アドバイスや指導を受けるこ
とができる。相互対話距離が大きいと対話は少な
くなる。つまり学生は自分で学習戦略を立て、学
習内容、計画について自身で決めなければならな
い。相互対話距離が大きければ大きいほど、学生
はより多くの責任を持たなければならない。
　学習者の自主性という概念では、自らの学習に
関して決定する能力は、学習者によって違うこと
を認めている。ICTを使う教育システムの成功は、
教育機関や教員個人が適切な教材（コンテンツ）
をどこまで提供できるか、また学習者の自主性を
考慮に入れたうえで教員と学習者間の適正な質と
量の対話をどこまで実現できるかにかかってい
る。自主性の高くない学習者には、ICTを使い対
話を増やす工夫がなされなければならない。
　本論文で取り上げている佐賀県武雄市武内小学
校の事例では、クラスが１つのグループとして反
転授業を実施することにより教員との対話距離は
極めて近いものになっていることが示されてい
る。中等教育においてはクラスの数は少人数に限
定されており、かつ教科書を全員が持っていると
いう環境が用意されている。ただICT活用という
形態で考慮するとタブレットが全員へ配布されな
ければそもそも反転授業は行えない。事前学習と
して教材（コンテンツ）を閲覧し、小テスト等を
行ったケースでは教員は時間と場所の制約に縛ら
れずに教員は、学習進捗度が検証できる。しかし
ながら高等教育ではこれらの環境が担保されず、

授業では、児童がiPadに教材をダウンロードする
ことから始まり、課題を完成する方法で行われて
いる。教員の役割は、児童が自力で学ぶためのサ
ポートを行うことにある。例えば、歴史の授業で
は、児童は教員が予め選定した歴史上の人物数名
の中から、一人を選び、タブレットを用いてその
人物を調査しまとめる。
　しかし、図画工作や体育といった実技科目にお
いては、タブレットは使用しない。また、低学年
で文字の書き方を覚えるといったような教育内容
に応じて、従来の手書きも併用している。

３．高等教育におけるICTの現状と課題

3.1. 高等教育におけるICT活用の現状
　通信教育の歴史は古く19世紀後半には英国で郵
便による通信教育が開始され、その後、欧米を中
心にラジオ・テレビなどによる教育番組の放送開
始に伴い普及してきた。日本では戦後に通信制大
学が整備され始め、1983年には放送大学が設立さ
れた。ICTを使わない通信教育では、双方の情報
伝達に長い時間が浪費される。その為に自主性が
高い学生でも意欲を維持することは、かなり難し
く卒業率は極めて低い。放送大学ではICTを活用
し講義をストリーミング配信で提供しているが、
対話性の確保がされておらず、一方的な配信では
ICTを100％活用していると言い難い。一方、遠
隔教育の評価に関しては様々であるが制度的に日
本では整備されているとは言えない。教育やト
レーニングには市場原理が働きにくく、製造業や
サービス業では当たり前であるコンスタントな
フィードバックと改善が、高等教育機関では残念
ながらおざなりであることが多い。授業は教員が
与えてくれるものであり、知識や情報の一方的な
伝達であるという考え方を学習者が持っており、
授業をサービス製品としてとらえる「学習者＝消
費者」モデルには教育提供者からばかりでなく学
習者からも違和感が示される。そもそも喜多村

（2002）⑹が紹介したように、「大学のような高等
教育では「教育・研究という機能の評価は、企業
の売上高とは違い定量的に測定できず、従って価
値の序列化も無意味である」という議論も成立す
るし、そのような考え方から授業に相対評価はあ
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大学では有償コースにしているところも多い。教
員に全ての反転授業用のコンテンツを制作させる
のではなく、無償で提供されている教材を利用し
て反転授業に利用するという方法もあるが、無数
のコンテンツの中から講義に利用できるものを捜
索する負担が大きくなり現実的ではない。教材コ
ンテンツが画一的で品質が下がってしまう可能
性、いわゆるアドバースセレクションについては、
一部有償なビジネスモデル、たとえば大規模なオ
ンラインコース開発や電子書籍とのパッケージな
どコンテンツ制作側による新規ビジネスの開発が
考えられる。従って有償のコンテンツ作成を行う
企業、具体的には教材開発会社や教科書会社など
が大学の担当教員の要望等を聞きながら事前学習
用教材を作成するビジネスモデルが奨励される。
もちろん担当教員が自分の講義に合わせた事前学
習用のコンテンツを自ら作成し、ネットワーク上
に公開することも大学では奨励してほしい。
　受講者にとって優先事項は単位の修得にある。
事前学習を効果的に実施することで、学習時間は
増加し講義の理解度が向上する。本論で述べた学
生の自主性、特に我が国では学生の自主性が低い
傾向が諸外国に比較して顕著であることから、反
転授業を実施することは有効だと考えられる。講
義の理解度が向上することで暗記やノートを記述
するだけの学習態度の修正が期待できるからであ
る。
　さらに反転授業による先行学習の評価を高等教
育機関自らが、積極的に取り組む教員に評価を行
うことや、反転授業の達成率を受講者に対する評
価基準に盛り込むなどの工夫を実施することで、
継続可能な教育モデルとして有効活用されること
が想定できる。
　筆者はICT技術が教育に与える影響について関
心が高く、特徴のあるICT活用教育を実施してき
たが、学生の自主性について多くの課題が抽出さ
れた。また必ずしも成績の向上や授業評価の向上
に直結しなかった。学外での学習時間を効果的に
増やすことになる反転授業は、ICTを活用するこ
とで学習環境を変え国際的に学力低下が進んでい
るといわれる高等教育機関の救世主になる可能性
を秘めている。

同様の手法をとることができない。
　大学進学率が50％を超える我が国では「競争」
を実施した場合に生み出される敗者の存在が課題
となる。こうした敗者の救済措置として高等教育
機関の対応は不備が多い。自分が参加した競争の
結果や評価基準が何だったかを知り、同様の失敗
を繰り返さないという学習効果を得ることは大切
なはずである。しかし、現状は学生の多くは受け
た試験の結果すら知らされないケースが多い。大
学の数は増加し、学生の数は減少傾向にある。多
くのデータから類推すれば、近年、我が国の大学
生の学力低下は著しいと言えよう。年間35週に決
められた講義時間でこれらの問題に対処する為に
はICTの活用しかないといえる。

3.3. ICTを活用させるための施策
　ICTを使った教育の現状を鑑みると電子商取引
と比較して遅れをとっている。多くの場合、シス
テムは使いにくくデザインには利用者に対する配
慮がなされていない。講義担当の教員にコンテン
ツ制作が任意で任されているだけで、一度作られ
たコンテンツを何年も使う教員もいる。これでは
毎年同様の講義を同じテキストで繰り返す手法と
あまり大差ない。ネットでは単位の取得方法など
詳細に情報が伝えられ皮肉なことに当該科目の履
修者数は多くなる可能性がある。
　一般的にICTを活用する為には学生は学校外か
らアクセスをする為に資本コストが高くなる。さ
らにタブレットが必需品になるので、佐賀県武雄
市のように無償で配布する政策が重要な意義を持
つ。自治体がタブレットを配布する政策を実施す
る場合、学校教員の情報リテラシー教育水準を向
上させる必要性が生じ、研修を実施するケースが
多くなる。実際に2014年に実施した文部科学省の
教員の情報活用力調査⑻によれば初等教育では全
て佐賀県が全国一位になっている。予算的な問題
を考慮すれば国が全ての小中学校にタブレットを
短期的に配布するのは難しいと思われるが、地方
自治体が先導的な役割を果たすことで全国へ波及
することが期待できる。
　米国では講義や教材が無償で提供され、世界で
利用が進んでいるが、反転授業を組み込んでいる



『現代社会研究』12号

― 70 ―

数系８学会の情報処理学会・日本化学会・日本化
学会化学教育協議会・日本数学会・日本地球惑星
科学連合・日本統計学会・日本動物学会・日本物
理教育学会（2010）は、「『デジタル教科書』の使
用が、児童・生徒が自らの手と頭を働かせて授業
内容を記録し整理する活動の縮減につながらない
こと。⒁」などのデジタル教科書推進のチェック
リストを示している。
　しかし、実際の内容は、教育ICT化により児童・
生徒の現実における学習が軽視されることを問題
視し、「『デジタル教科書』の導入に際しては、少
なくとも当面の間は、現行の紙の教科書を併用し、
評価や採択においては紙の教科書を基準とするこ
と。⒂」を求めている。また、「健康面などの問
題の更なる検討が必要」だとも指摘している。田
中・外山（2010）や、新井（2012）などでもデジ
タル教科書に関して消極的な見解を示している。
新井（2012）では、上記の理数系８学会の指摘の
他に、「新しいメディアが登場すると、そのメディ
アでは学習がうまく進まない子どもが必ず、ある
確率で発見される⒃」とも指摘している。

4.3. 教員のICT活用指導力に関する見解
　教育ICT化を実際に担う教員のICT活用指導力
については、清水・山本・堀田・小泉・横山（2008）
は、「授業や校務でICTを使用していない教員と
月に１回程度使用している教員のICT活用指導力
は指導力基準の中央値2.5より低いが、週に２、
３回、あるいは、ほぼ毎日ICT を使用している
教員のICT活用指導力は中央値より高い。⒄」と
して、教員のICT 利用の必要性を示している。
　また、高橋・堀田・南部（2010）は「教育の情
報化に関わる研修を実施する際には、パソコンの
操作技能のみならず、同時にそれらを組み合わせ
た授業方法や、教科等の指導場面を意図した授業
技術に関わる内容を取り扱う必要がある。⒅」と
指摘している。

むすびにかえて

　教育のICT化は、世界の主要国が競って進めよ
うとしている政策課題である。残念ながら、我が
国の取り組みは諸外国に比べ遅れている感は否め

４．ICT教育をめぐる先行研究

4.1. 教育ICT化を推進する見解
　日本政府が、2013年６月24日に閣議決定した「世
界最先端IT国家創造宣言」の改定版では、日本
の教育ICT化が諸外国に遅れを取っているとの認
識を示した上で、「2010年代中には、全ての小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校で教育環境の 
IT化を実現する⑼」としている。同様に、市口

（2013）、豊沢・徳珍・河野・藤田（2014）、松原・
山口（2014）など、日本の教育ICT化が諸外国に
遅れていることを指摘している先行研究は多い。
　教育ICT化の効果については、堀（2008）では「教
師と児童のリテラシーが向上し、ICT機器を道具
として使えるようになるとスピード感が出て、授
業の質が変化する。実際、授業で協働の課題解決
場面が多くみられるようにもなってきた。⑽」と
している。松原・山口（2014）でも、CRT 全国
学力調査の結果から、「成績についてであるが、
全国平均と比べて、iPad 導入後に顕著な差が見
られている。⑾」としている。
　清水・山本・横山・小泉・堀田（2008）は、「コ
ンピュータ等が児童生徒の学力向上に効果がある
との説明が最も有効であったとの意見が多い⑿」
ことに注目し、詳細な計量分析を行っている。学
力に関する客観テストを実証授業後に行い、全教
科で有意水準１％以上の結果が得られ、「ICTを
活用した授業によって、授業後のテストの成績が
確実に高くなることが明らかになった。⒀」と指
摘している。
　学習効果以外にも、松原・山口・岡山・池田（2013）
や森山・日下・新平（2014）は、教育のアクセシ
ビリティの向上に効果が期待できるとしている。
また、米盛（2006）などでは離島・へき地教育に
有効ではないかとしている。一方、デジタル教科
書・教材協議会は、「デジタル教科書法案」など
の具体的な政策提言を行い、政府の教育ICT化に
影響を与えている。

4.2. 「デジタル教科書」推進に消極的な見解
　一方、教育ICT化が学力の向上に本当につなが
るのかなど、デメリットを指摘する声もある。理
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岩波書店，P.7
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ない。一方、いくつかの自治体などで、国に先ん
じて教育のICT化に取り組み始めている。
　教育ICT化には賛否両論があり、また、その実
施には一定の費用がかかる。それを踏まえて、本
稿では、教育ICT化の課題を、日本の自治体や世
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の課題を明らかにしていきたい。
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